
名

称

規

則
施

設

訓
練
課
程

訓

練

科

学
生
定
員

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及

び
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
五
十
八
号

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規

則
第
百
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則

第
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
五
十
三
号)

第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
校(

以
下
単
に｢

短
期
大
学
校｣

と
い
う
。)

の
専
門
課
程
及
び
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
開
発
校(

以
下
単
に｢

開
発
校｣

と
い
う
。)

の
普
通
課
程
の
訓
練
科
ご
と
の
各

学
年
に
お
け
る
学
生
の
定
員
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中｢

並
び
に
郡
山
職
業
能
力
開
発
校
及
び
高
等
技
術
専
門
校｣

を｢

及
び
開
発
校｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中｢

、
郡
山
職
業
能
力
開
発
校
及
び
高
等
技
術
専
門
校｣

を｢

及
び
開
発
校｣

に
、｢

、
郡

山
職
業
能
力
開
発
校
又
は
高
等
技
術
専
門
校｣

を｢

又
は
開
発
校｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中｢

、
郡
山
職
業
能
力
開
発
校
又
は
高
等
技
術
専
門
校
に
お
け
る｣

を｢

又
は
開
発
校
の｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
又
は
高
等
技
術
専
門
校｣

を｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ

ミ
ー｣
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中｢

、
郡
山
職
業
能
力
開
発
校
及
び
高
等
技
術
専
門
校｣

を｢

及
び
開
発
校｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一(
第
一
条
関
係)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
職

業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

三
四
一

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
四
三

告

示

○
青
少
年
に
有
益
な
映
画
と
し
て
推
奨
す

る
件

三
四
三

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定

す
る
件

三
四
三

○
福
島
県
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
保
護
管
理
計
画

を
定
め
た
件

三
四
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
附
則
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件

三
四
四

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し

た
件

三
四
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た

件

三
四
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

三
四
五

公

告

○
福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
よ
り
保

有
個
人
情
報
の
開
示
等
の
運
用
状
況
を

公
表
す
る
件

三
四
五

○
福
島
県
情
報
公
開
条
例
に
よ
り
公
文
書

の
開
示
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
件

三
四
七

○
登
録
販
売
者
試
験
を
実
施
す
る
件

三
五
〇

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件
四
件

三
五
一

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

三
五
三

福
島
県
議
会

○
福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
に
よ
り
公

文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る

件

三
五
三

福
島
県
公
安
委
員
会

○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
十
二
条

の
二
及
び
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

る
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則

三
五
五

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

三
五
五

○
警
備
員
検
定
合
格
者
審
査
を
実
施
す
る

件

三
五
六

福
島
県
監
査
委
員

○
地
方
自
治
法
に
よ
り
包
括
外
部
監
査
の

事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
等
を
告
示

す
る
件

三
五
七

福
島
県
労
働
委
員
会

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
委
嘱
し
た

件

三
五
八

福
島
県
収
用
委
員
会

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
土
地
の
収
用
に
つ

い
て
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
件

三
五
九

正

誤

○
平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日
付
け
定
例

第
二
千
七
十
三
号
中

三
六
一



福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
浜

福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
会
津

福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

名

称

福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
浜
職

業
能
力
開
発
校

福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
浜
職

業
能
力
開
発
短
期

大
学
校

福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
会
津

職
業
能
力
開
発
校

福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
会
津

職
業
能
力
開
発
短

期
大
学
校

福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

職
業
能
力
開
発
校

福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

職
業
能
力
開
発
短

期
大
学
校

施

設

普
通
課
程

専
門
課
程

普
通
課
程

専
門
課
程

普
通
課
程

専
門
課
程

訓
練
課
程

建
築
科

自
動
車
整
備
科

機
械
技
術
科

電
子
制
御
科

計
測
制
御
工
学
科

自
動
車
整
備
科

環
境
シ
ス
テ
ム
科

電
気
配
管
設
備
科

電
気
シ
ス
テ
ム
科

観
光
サ
ー
ビ
ス
科

観
光
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
学
科

建
築
科

組
込
技
術
工
学
科

精
密
機
械
工
学
科

訓

練

科

一
五
人

二
〇
人

一
五
人

二
〇
人

二
〇
人

二
〇
人

二
〇
人

三
〇
人

二
〇
人

二
〇
人

二
〇
人

二
〇
人

三
〇
人

二
〇
人

学
生
定
員

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る
。

｢

第
一
号
様
式(

そ
の
一)

中

入
学
希
望
科
名
等
専
門
課
程
・

普
通
課
程

｢

科

を

入
学
希
望
第
１
希
望

課
程

｣
科
名
等
第
２
希
望

有
課
程

科

に
、｢卒

業
見
込
｣

を｢卒
業
見
込
み
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の

科
無

｣

一)

備
考
１
中｢の

高
度
職
業
訓
練
｣

及
び｢の

普
通
職
業
訓
練
｣

を
削
り
、
同
様
式(

そ
の
二)

を

｢
職

歴

・

・

・

・

削
り
、
同
様
式(

そ
の
三)

中

・

・

・

・

を
削
り
、
同
様
式(

そ
の
三)

に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様

｣
式(
そ
の
三)

を
同
様
式(

そ
の
二)

と
す
る
。

備
考
こ
の
願
書
は
､
専
門
短
期
課
程
又
は
短
期
課
程
の
学
生
と
し
て
入
学
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
使
用
す
る
こ
と
｡

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
の
学
生
で
あ
る
者
で
、
引
き
続
き
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告

示

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
も
在
学
す
る
も
の
は
、
同
日
以
後
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
科
の
学
生

と
な
る
も
の
と
す
る
。

福
島
県
立
会
津
高
等
技
術
専
門
校
観
光
サ
ー

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津
職
業
能
力

ビ
ス
科

開
発
校
観
光
サ
ー
ビ
ス
科

福
島
県
立
会
津
高
等
技
術
専
門
校
電
気
シ
ス

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津
職
業
能
力

テ
ム
科

開
発
校
電
気
シ
ス
テ
ム
科

福
島
県
立
会
津
高
等
技
術
専
門
校
環
境
シ
ス

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津
職
業
能
力

テ
ム
科

開
発
校
環
境
シ
ス
テ
ム
科

福
島
県
立
会
津
高
等
技
術
専
門
校
自
動
車
整

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津
職
業
能
力

備
科

開
発
校
自
動
車
整
備
科

福
島
県
立
浜
高
等
技
術
専
門
校
電
子
制
御
科

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
職
業
能
力
開

発
校
電
子
制
御
科

福
島
県
立
浜
高
等
技
術
専
門
校
建
築
科

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
職
業
能
力
開

発
校
建
築
科

福
島
県
立
浜
高
等
技
術
専
門
校
自
動
車
整
備

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
職
業
能
力
開

科

発
校
自
動
車
整
備
科

(
産
業
人
材
育
成
課)

福
島
県
規
則
第
五
十
九
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則(

平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

｢

別
表
第
二
福
島
県
営
高
坂
団
地
の
項
中

一
号
棟
か
ら
五
号
棟
ま
で

〇
・
八
四

を

｣
｢

一
号
棟

〇
・
八
六

に
改
め
る
。

二
号
棟
か
ら
五
号
棟
ま
で

〇
・
八
四

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

建
築
住
宅
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
な
映
画
と
し
て
、
次
の
も
の
を
推
奨
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

推
奨
番
号

名

称

制
作
者
又
は
配
給
者

備

考

一
九
一

彼
女
の
名
は
サ
ビ
ー
ヌ

配
給
・
ア
ッ
プ
リ
ン

推
奨
対
象

高
校
生
、
青

ク

年
及
び
一
般

(

人
権
男
女
共
生
課
青
少
年
育
成
室)

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
有
害
な
も
の
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

指
定
番
号

種
類

名

称

等

発

行

者

指
定
理
由

六
四
九
五

書
籍

南
極
１
号
伝
説

バ
ジ
リ
コ
株
式
会
社

著
し
く
青

少
年
の
性
的

六
四
九
六

コ
ミ

く
ノ
一
魔
宝
伝

②

株
式
会
社
集
英
社

感
情
を
刺
激

ッ
ク

(

４
４
２
６
６
│
３
３)

し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を

六
四
九
七

コ
ミ

課
外
授
業

株
式
会
社
コ
ア
マ
ガ

阻
害
す
る
お

ッ
ク

ジ
ン

そ
れ
が
あ
る
。

六
四
九
八

雑
誌

萌
え
萌
え
お
仕
置
き
ア
イ
テ
ム
事

株
式
会
社
イ
ー
グ
ル

著
し
く
青

典

パ
ブ
リ
シ
ン
グ

少
年
の
粗
暴

性
又
は
残
虐

六
四
九
九

雑
誌

実
話
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
６
月
号

株
式
会
社
竹
書
房

性
を
助
長
し
、
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(

０
５
２
６
７
│
６)

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

六
五
〇
〇

書
籍

恐
怖
の
都
市
伝
説

フ
ァ
イ
ナ
ル

ミ
リ
オ
ン
出
版
株
式

す
る
お
そ
れ

会
社

が
あ
る
。

六
五
〇
一

コ
ミ

多
重
人
格
探
偵

サ
イ
コ
⑦

株
式
会
社
角
川
書
店

ッ
ク

六
五
〇
二

雑
誌

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

６
月
号

株
式
会
社
笠
倉
出
版

著
し
く
青

(

０
６
２
３
１
│
０
６)

社

少
年
の
自
殺

又
は
犯
罪
を

六
五
〇
三

雑
誌

マ
ー
ダ
ー
・
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
殺
人

株
式
会
社
洋
泉
社

誘
発
し
、
そ

大
パ
ニ
ッ
ク
！
！

の
健
全
な
育

(

６
９
０
４
４
│
１
１)

成
を
阻
害
す

る
お
そ
れ
が

六
五
〇
四

書
籍

マ
リ
フ
ァ
ナ
・
ハ
イ

株
式
会
社
第
三
書
館

あ
る
。

(

人
権
男
女
共
生
課
青
少
年
育
成
室)

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
保
護
管
理
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

福
島
県
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
保
護
管
理
計
画
書

二

縦
覧
の
場
所

福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
自
然
保
護
課
及
び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部(
い
わ

き
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
、
県
民
部)

(

自
然
保
護
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

附
則
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、

当
該
届
出
及
び
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
を

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商

業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若

松
市
観
光
商
工
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト
会
津
若
松
店

会
津
若
松
市
駅
前
町
二
百
三
十
九
番
十
四
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

(

変
更
前)

五
千
百
三
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

六
千
七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

２

駐
車
場
の
収
容
台
数

(

変
更
前)

二
百
九
十
二
台

(

変
更
後)

三
百
七
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一�

位
置(

変
更
前)

添
付
図
四
の
と
お
り

(

変
更
後)

添
付
図
五
の
と
お
り

二�

面
積(

変
更
前)

九
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

百
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

一�

位
置(

変
更
前)

添
付
図
四
の
と
お
り

(

変
更
後)

添
付
図
五
の
と
お
り

二�

容
量(

変
更
前)

十
七
立
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

二
十
七
立
方
メ
ー
ト
ル

５

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)

開
店
時
刻

午
前
九
時
三
十
分

閉
店
時
刻

午
後
八
時

(

変
更
後)

開
店
時
刻

午
前
八
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

６

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
後
八
時
十
五
分

(

変
更
後)

午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
十
五
分

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

(
｢

添
付
図
四｣
及
び｢

添
付
図
五｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)
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県
道
会
津

若
松
裏
磐

梯
線

路
線
名

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
檜

原
字
滝
ノ
沢
山
一
一
四
三

番
一
一
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
檜

原
字
滝
ノ
沢
山
一
一
四
三

番
七
一
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
一
・
〇
〜

一
七
・
四

九
・
〇
〜

一
四
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
七
・
〇

二
七
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

合
計

警
察
情
報
セ
ン
タ
ー

出
先
機
関
窓
口

県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー

区
分

県
道
会
津

若
松
裏
磐

梯
線

公

告
耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
檜

原
字
滝
ノ
沢
山
一
一
四
三

番
一
一
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
檜

原
字
滝
ノ
沢
山
一
一
四
三

番
七
一
地
先
ま
で

106 16 47 24 19

文
書
に
よ
る

開
示

請
求 変

更
後

変
更
前

9,526 3

8,579 0

944

口
頭
に
よ
る

開
示

請
求

一
一
・
〇
〜

一
七
・
四

九
・
〇
〜

一
四
・
〇

9,632 19

8,626 24

963

合
計

二
七
・
〇

二
七
・
〇

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
磐
城
小

川
江
筋
土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
三
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い

て
、
同
年
五
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

双
潟
地
区
に
係
る
県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。

こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら

(

二
十
二
日
間)

同

月
二
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

会
津
若
松
市
役
所

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
二
百
八
十
八
号

福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例(

平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
の

運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

１
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
等
の
状
況

�
受
付
窓
口
別
の
内
訳

(単
位
件
)

注
１

｢県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
と
は
､
県
庁
西
庁
舎
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

２
｢県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
｣
と
は
､
県
中
､
県
南
､
会
津
､
南
会
津
､
相
双
及
び
い
わ
き
の

各
地
方
振
興
局
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

３
｢出
先
機
関
窓
口
｣
と
は
､
伊
達
､
二
本
松
､
三
春
､
棚
倉
､
喜
多
方
及
び
富
岡
の
各
合

同
庁
舎
内
に
所
在
す
る
各
出
先
機
関
並
び
に
単
独
の
出
先
機
関
並
び
に
公
立
大
学
法
人
に
お

け
る
窓
口
を
い
う
｡

４
｢警
察
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
と
は
､
県
警
察
相
談
セ
ン
タ
ー
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡
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警
察

本
部

長

公
安

委
員

会

教
育

委
員

会

議
会

知事 実
施
機
関
の
区
分

小
計

企
業

局

出
納

局

土
木

部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

企
画
調
整
部

総
務

部

知
事

直
轄

13 3 6 0 45 0 0 6 9 7 12 0 0 11 0

文
書
に
よ
る

開
示

請
求

3 0

8,948 0

139 0 0 0 0 10 98 1 0 30 0

口
頭
に
よ
る

開
示

請
求

16 3

8,954 0

184 0 0 6 9 17

110 1 0 41 0

合
計

取
下

げ

不
開

示

開示

決
定

等
区

分

合
計

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

病
院
事
業
管
理
者

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

収
用

委
員

会

労
働

委
員

会

人
事

委
員

会

監
査

委
員

選
挙
管
理
委
員
会

警
察

本
部

長

公
安

委
員

会

教
育

委
員

会

議
会

う
ち

公
文

書
の

不
存

在

小
計

一
部

開
示

全
部

開
示

小
計

106 4 31 0 0 0 0 0 4 0 0 13 3 6 0 45

9,526

113 93 0 0 0 0 0

230 0 0 3 0

8,948 0

139

0 15 15 91 20 71

件
数

9,632

117

124 0 0 0 0 0

234 0 0 16 3

8,954 0

184

５
｢口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
｣
と
は
､
条
例
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
保
有
個
人
情
報
に
対
す
る
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
い
う

(以
下
同
じ
｡
)
｡

６
本
庁
担
当
課
に
よ
る
受
付
は
､
｢県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
の
区
分
に
含
め
る
｡

※
条
例
第
19条
の
訂
正
請
求
､
条
例
第
21条
の
４
の
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
の
実
績
は

な
か
っ
た
｡
条
例
第
24条
の
苦
情
の
申
出
は
１
件
あ
っ
た
｡

�
実
施
機
関
別
の
内
訳

(単
位
件
)

２
文
書
に
よ
る
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等
の
状
況

�
決
定
等
の
状
況

(単
位
件
)
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合
計

第
８
号
(事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報
)

第
７
号
(審
議
､
検
討
及
び
協
議
に
関
す
る
情

報
)

第
６
号
(犯
罪
捜
査
等
情
報
)

第
５
号
(個
人
の
評
価
等
事
務
に
関
す
る
情
報
)

第
４
号
(法
人
等
の
事
業
に
関
す
る
情
報
)

第
３
号
(開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
に
関
す
る

情
報
)

第
２
号
(本
人
不
利
益
情
報
)

第
１
号
(法
令
秘
情
報
)

条
例
第
12条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分

合
計

却
下

取
下

げ

不
開

示

示

う
ち

公
文

書
の

不
存

在

小
計

一
部

開
示

30 5 0 5 4 1 15 0 0

一
部
開
示

106 0 0 15 15 91 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不
開
示

30 5 0 5 4 1 15 0 0

合
計

0

説
明
等
の
要
求

平
成
20年
３
月
23日

平
成
20年
３
月
23日

平
成
20年
１
月
20日

平
成
20年
１
月
20日

申
立
て
年
月
日 4

前
年
度
か
ら
の

繰
越
件
数

不
服

申
立

て

0

当
該
年
度
中
に

あ
っ
た
新
規
件
数

平
成
20年
２
月
８
日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報

開
示
請
求
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

平
成
20年
１
月
21日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報

開
示
請
求
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て 平
成
19年
12月
21日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報

開
示
請
求
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

平
成
19年
11月
６
日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報

開
示
請
求
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

件
名

0

是
正
の
勧
告

1

却
下 決

定

3

棄
却

0

事
実
の
公
表

0

認
容

0

一
部
認
容

4

小
計

2

苦
情
相
談
処
理

棄
却

棄
却

棄
却

却
下

決
定
等
の
区
分

0

取
下
げ

0

審
理
中

�
不
開
示
理
由
の
内
訳

(単
位
件
)

注
事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
､
合
計
数
は
一
部
開
示
及

び
不
開
示
(公
文
書
の
不
存
在
を
除
く
｡
)
の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
｡

３
不
服
申
立
て
の
状
況

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年

法
律
第
160号

)
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
等
の

状
況
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

�
件
数

(単
位
件
)

�
件
名
等

４
事
業
者
に
対
す
る
説
明
等
の
要
求
等
の
状
況

(単
位
件
)

(

文
書
法
務
課)

公
告
第
二
百
八
十
九
号

福
島
県
情
報
公
開
条
例(
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
三
十
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請
求

区
分

合
計

警
察
情
報
セ
ン
タ
ー

出
先
機
関
窓
口

県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー

区
分

県
の
区
域
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人

そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
か
ら
の
請
求

3,145 10 98

939

2,098

請
求

5,265 3 3 58

5,201

申
出

273

2,855

件
数

8,410 13

101

997

7,299

合
計

知 実
施
機
関
の
区
分 合

計

申
出

請
求

出
納

局

土
木

部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

企
画
調
整
部

総
務

部

知
事

直
轄

請
求
権
者
以
外
の
も
の
か
ら
の
申
出

小
計

そ
の
他
実
施
機
関
の
行
う
事
務
又
は
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
存
す
る
学
校
に
在
学
す
る
者
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
か

ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人

そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
か
ら
の
請
求

0

905

384 35

586

218 16

212 6

請
求

0

4,722 53 22

298 56 1 46 0

申
出

8,410

5,265

3,145 17 0 0

273

2,8550

5,627

437 57

884

274 17

258 6

合
計

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

１
公
文
書
の
開
示
の
請
求
及
び
申
出
の
状
況

�
受
付
窓
口
別
の
内
訳

(単
位
件
)

注
１

｢請
求
｣
と
は
､
条
例
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
を
い
う
(以
下
同

じ
｡
)
｡

２
｢申
出
｣
と
は
､
福
島
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(平
成
21年

福
島
県

条
例
第
13号
)
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
32条

(平
成
21年
３
月
24日
で
廃
止
)
の
規
定
に

よ
る
公
文
書
の
任
意
開
示
の
申
出
を
い
う
(以
下
同
じ
｡
)
｡

３
｢県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
と
は
､
県
庁
西
庁
舎
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

４
｢県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
｣
と
は
､
県
中
､
県
南
､
会
津
､
南
会
津
､
相
双
及
び
い
わ
き
の

各
地
方
振
興
局
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

５
｢出
先
機
関
窓
口
｣
と
は
､
伊
達
､
二
本
松
､
三
春
､
棚
倉
､
喜
多
方
及
び
富
岡
の
各
合

同
庁
舎
内
に
所
在
す
る
各
出
先
機
関
並
び
に
単
独
の
出
先
機
関
並
び
に
公
立
大
学
法
人
の
窓

口
を
い
う
｡

６
｢警
察
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
と
は
､
県
警
察
相
談
セ
ン
タ
ー
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

�
請
求
権
者
等
別
の
内
訳

(単
位
件
)

�
実
施
機
関
別
の
内
訳

(単
位
件
)
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合
計

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

病
院
事
業
管
理
者

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

収
用

委
員

会

労
働

委
員

会

人
事

委
員

会

監
査

委
員

選
挙
管
理
委
員
会

警
察

本
部

長

公
安

委
員

会

教
育

委
員

会

事

小
計

企
業

局

出
納

局

土
木

部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

3,145 0 13 13 2 2 2 3 18 2

618 9 1 98

2,364 2 0

905

384 35

586

5,265 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21 3 0 41

5,198 0 0

4,722 53 22

298

8,410 0 13 15 2 2 2 3 18 2

639 12 1

139

7,562 2 0

5,627

437 57

884

条
例
第
７
条
第
５
号
(審
議
､
検
討
等
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
６
号

旧
条
例
第
６
条
第
５
号
(国
､
地
方
公
共
団

体
等
関
係
情
報
)

条
例
第
７
条
第
３
号
(犯
罪
捜
査
等
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
４
号

条
例
第
７
条
第
３
号
(事
業
情
報
)
又
は
旧

条
例
第
６
条
第
３
号

条
例
第
７
条
第
２
号
(個
人
情
報
)
又
は
旧

条
例
第
６
条
第
２
号

条
例
第
７
条
第
１
号
(法
令
秘
情
報
)
又
は

旧
条
例
第
６
条
第
１
号

条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
区
分

合
計

却
下

請
求
又
は
申
出
の
取
下
げ

不
開

示

開示

決
定

等
区

分

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

小
計

一
部

開
示

全
部

開
示

3,145 0 26

204

237

2,882

1,412

1,470

請
求

10 2 1

1,150

892 1

一
部
開
示

5,265 0 16 52 55

5,194

340

4,854

申
出

2 0 2 3 13 0

不
開
示

8,410 0 42

256

292

8,076

1,752

6,324

合
計

12 2 3

1,153

905 1

合
計

２
公
文
書
の
開
示
の
決
定
等
の
状
況

�
決
定
等
の
状
況

(単
位
件
)

�
不
開
示
理
由
の
内
訳

(単
位
件
)
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平
成
19年
７
月
４
日

平
成
19年
７
月
４
日

申
立
て
年
月
日 6

前
年
度
か
ら
の

繰
越
件
数

不
服

申
立

て

合
計

旧
条
例
第
６
条
第
８
号
(合
議
制
機
関
等
関

係
情
報
)

条
例
第
７
条
第
６
号
(事
業
執
行
過
程
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
７
号

条
例
第
７
条
第
５
号
(審
議
､
検
討
等
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
６
号

旧
条
例
第
６
条
第
５
号
(国
､
地
方
公
共
団

体
等
関
係
情
報
)

条
例
第
７
条
第
４
号
(犯
罪
捜
査
等
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
４
号

3

当
該
年
度
中
に

あ
っ
た
新
規
件
数

｢共
同
研
究
台
帳
等
｣
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す

｢受
託
研
究
台
帳
等
｣
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

｢奨
学
寄
附
金
受
入
台
帳
｣
の
一
部
開
示
決
定
に

対
す
る
異
議
申
立
て

件
名

0

却
下 決

定

2

棄
却

2,337 0

281 10 2 1

0

認
容

4

一
部
認
容

37 0 17 2 0 2

6

小
計

一
部
認
容

一
部
認
容

決
定
等
の
区
分

0

取
下
げ

2,374 0

298 12 2 33

審
理
中

平
成
21年
１
月
25日

平
成
20年
12月
15日

平
成
20年
６
月
12日

平
成
20年
３
月
23日

平
成
19年
10月
19日

平
成
19年
10月
12日

平
成
19年
７
月
４
日

平
成
19年
７
月
４
日

平
成
19年
７
月
４
日

申
立
て
年
月
日

｢学
籍
簿
｣
の
不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て ｢物
件
見
分
進
行
確
認
表
の
様
式
｣
の
却
下
処
分

に
対
す
る
審
査
請
求

｢森
林
居
住
環
境
整
備
調
査
報
告
書
｣
の
一
部
開

示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

｢交
通
事
故
事
件
捜
査
の
手
引
き
｣
の
一
部
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

｢奨
学
寄
附
金
受
入
台
帳
｣
の
一
部
開
示
決
定
に

対
す
る
異
議
申
立
て

｢医
療
材
料
納
入
業
務
の
受
託
者
の
仕
入
れ
に
関

す
る
文
書
｣
の
不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て ｢共
同
研
究
台
帳
等
｣
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

｢受
託
研
究
台
帳
等
｣
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

｢奨
学
寄
付
金
受
入
台
帳
｣
の
一
部
開
示
決
定
に

対
す
る
異
議
申
立
て

件
名

審
理

中

棄
却

審
理

中

審
理

中

一
部
認
容

棄
却

一
部
認
容

一
部
認
容

一
部
認
容

決
定
等
の
区
分

注
１
事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
､
合
計
数
は
一
部
開
示

及
び
不
開
示
(公
文
書
の
不
存
在
を
除
く
｡
)
の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が

あ
る
｡

２
条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
旧
条
例
第
６
条
各
号
は
､

条
例
附
則
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報
公
開
条

例
(平
成
２
年
福
島
県
条
例
第
41号
)
第
６
条
各
号
を
示
す
｡

３
不
服
申
立
て
の
状
況

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年

法
律
第
160号

)
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
等
の
状

況
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

�
件
数

(単
位
件
)

�
件
名
等

(

文
書
法
務
課)

公
告
第
二
百
九
十
号

薬
事
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号)

第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録

販
売
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

試
験
期
日
等

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日(

火)

午
前
十
時
三
十
分
開
始

二

試
験
場
所

郡
山
市
安
積
町
日
出
山
字
北
千
保
十
九
番
地
の
八

福
島
県
産
業
交
流
館(

ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ

く
し
ま)

多
目
的
展
示
ホ
ー
ル

三

受
験
手
続
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受
験
希
望
者
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日(

月)

か
ら
同
月
三
十
日(

火)

ま
で(

土
曜
日
及

び
日
曜
日
を
除
く
。)

に
受
験
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
最
寄
り
の
福
島
県
保
健
所
、
郡
山
市

保
健
所
又
は
い
わ
き
市
保
健
所(

県
外
居
住
者
は
、
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
薬
務
課)

に
提
出
す
る
こ
と
。

四

受
験
手
数
料

一
万
七
千
六
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
請
書
に
は
っ
て
納
入
す
る
こ

と(

消
印
は
し
な
い
こ
と
。)

。

五

そ
の
他

試
験
の
詳
細
は
、
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
薬
務
課
、
最
寄
り
の
福
島
県
保
健
所
、
郡

山
市
保
健
所
又
は
い
わ
き
市
保
健
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

(

薬

務

課)

公
告
第
二
百
九
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

母
畑
地
区
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

三
本
木

規

郡
山
市
田
村
町
正
直
字
南
三
四
番
地

同

大
越

一
紀

同

市
田
村
町
大
供
字
西
原
八
七
番
地

同

矢
吹

照
男

同

市
田
村
町
岩
作
字
坂
ノ
上
六
九
番
地

同

安
藤

民
弥

須
賀
川
市
塩
田
字
�
内
三
三
番
地

同

近
藤

敬
昭

同

市
小
倉
字
新
屋
敷
四
五
番
地
の
一

同

服
部

義
夫

同

市
下
小
山
田
字
八
沼
九
七
番
地

同

宗
形

隆

同

市
雨
田
字
寺
後
五
番
地

同

石
井

文
和

同

市
大
栗
字
池
ノ
久
保
二
三
八
番
地
の
二

同

安
田

博

同

市
狸
森
字
大
内
作
八
七
番
地

同

車
田

次
夫

石
川
郡
玉
川
村
大
字
小
高
字
西
屋
敷
三
五
番
地

同

大
竹

與
吉

同

郡
同

村
大
字
岩
法
寺
字
下
竹
ノ
内
二
〇
番
地

同

須
藤

利
夫

同

郡
同

村
大
字
川
辺
字
舘
四
一
番
地

同

宗
形

徳
次

同

郡
同

村
大
字
南
須
釜
字
長
内
四
七
番
地
の
一

同

鈴
木

茂
夫

同

郡
同

村
大
字
北
須
釜
字
堀
ノ
内
六
九
番
地

同

加
納

武
夫

石
川
郡
石
川
町
字
轡
取
五
四
番
地
の
八

同

二
瓶

義
雄

同

郡
同

町
大
字
中
野
字
水
内
四
九
番
地
の
一

同

吉
田

達
夫

同

郡
同

町
大
字
曲
木
字
古
内
四
三
番
地

同

曲
山

正
徳

同

郡
同

町
大
字
塩
沢
字
竹
ノ
内
三
二
番
地

同

鈴
木

健
一

同

郡
同

町
字
和
久
三
五
番
地

同

清
野

宏

同

郡
同

町
大
字
沢
井
字
十
三
塚
三
四
番
地
の
一
二

同

大
野

峯

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
三
〇
番
地

同

鈴
木
喜
四
郎

白
河
市
東
上
野
出
島
字
谷
地
前
一
番
地
五

同

藤
澤

政
雄

同

市
東
下
野
出
島
字
鶴
見
山
三
五
番
地

監
事

桐
生

傳
一

須
賀
川
市
下
小
山
田
字
中
里
五
六
番
地

同

遠
野

重
吉

石
川
郡
石
川
町
大
字
湯
郷
渡
字
前
ノ
内
一
二
三
番
地

同

本
宮

勝
正

白
河
市
東
上
野
出
島
字
板
倉
前
一
九
三
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

三
本
木

規

郡
山
市
田
村
町
正
直
字
南
三
四
番
地

同

大
越

一
紀

同

市
田
村
町
大
供
字
西
原
八
七
番
地

同

矢
吹

照
男

同

市
田
村
町
岩
作
字
坂
ノ
上
六
九
番
地

同

横
田

徳
夫

須
賀
川
市
塩
田
字
中
屋
敷
一
二
四
番
地

同

熊
田

俊
雄

同

市
小
倉
字
長
久
保
二
三
番
地

同

服
部

義
夫

同

市
下
小
山
田
字
八
沼
九
七
番
地

同

宗
形

隆

同

市
雨
田
字
寺
後
五
番
地

同

福
田

文
雄

同

市
日
照
田
字
舘
二
五
番
地

同

安
田

博

同

市
狸
森
字
大
内
作
八
七
番
地

同

車
田

次
夫

石
川
郡
玉
川
村
大
字
小
高
字
西
屋
敷
三
五
番
地

同

石
森

春
男

同

郡
同

村
大
字
山
小
屋
字
的
場
五
番
地

同

石
井

清
春

同

郡
同

村
大
字
竜
崎
字
糀
屋
一
二
〇
番
地

同

田
子

武
幸

同

郡
同

村
大
字
川
辺
字
武
道
一
八
一
番
地

同

宗
形

徳
次

同

郡
同

村
大
字
南
須
釜
字
長
内
四
七
番
地
の
一

同

鈴
木

茂
夫

同

郡
同

村
大
字
北
須
釜
字
堀
ノ
内
六
九
番
地

同

加
納

武
夫

同

郡
石
川
町
字
轡
取
五
四
番
地
の
八

同

二
瓶

義
雄

同

郡
同

町
大
字
中
野
字
水
内
四
九
番
地
の
一

同

吉
田

達
夫

同

郡
同

町
大
字
曲
木
字
古
内
四
三
番
地

同

鈴
木

清
一

同

郡
同

町
大
字
母
畑
字
樋
田
一
六
五
番
地

同

小
豆
畑
茂
美

同

郡
同

町
字
沖
ノ
田
輪
四
五
番
地

同

清
野

宏

同

郡
同

町
大
字
沢
井
字
十
三
塚
三
四
番
地
の
一
二

同

大
野

峯

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
三
〇
番
地

同

鈴
木
喜
四
郎

白
河
市
東
上
野
出
島
字
谷
地
前
一
番
地
五

同

北
條

一
明

同

市
東
下
野
出
島
字
横
山
三
六
番
地

監
事

桐
生

傳
一

須
賀
川
市
下
小
山
田
字
中
里
五
六
番
地

同

大
竹

與
吉

石
川
郡
玉
川
村
大
字
岩
法
寺
字
下
竹
ノ
内
二
〇
番
地

同

本
宮

勝
正

白
河
市
東
上
野
出
島
字
板
倉
前
一
九
三
番
地

(

農
村
計
画
課)
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公
告
第
二
百
九
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

高
木
用
水
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

菅
野

寅
治

本
宮
市
高
木
字
山
王
川
原
一
番
地

同

根
本

一

同

市
高
木
字
猫
田
四
九
番
地
三

同

根
本

國
男

同

市
高
木
字
戸
崎
八
四
番
地
二

同

太
田

有
繁

同

市
高
木
字
舟
場
五
八
番
地

同

千
葉

清

同

市
高
木
字
北
ノ
脇
二
二
番
地
二

同

加
藤

壽
男

同

市
高
木
字
久
保
四
二
番
地

監
事

川
名

信
司

同

市
高
木
字
長
瀬
二
五
番
地
二

同

大
野

竹
夫

同

市
高
木
字
金
瀬
三
七
番
地
一

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

川
名

一
幸

本
宮
市
高
木
字
赤
木
三
六
一
番
地
一

同

菊
地

章

同

市
高
木
字
戸
崎
九
四
番
地
三

同

千
葉

清

同

市
高
木
字
北
ノ
脇
二
二
番
地
二

同

根
本

守

同

市
高
木
字
久
保
四
七
番
地

同

佐
々
木
正
一

同

市
高
木
字
大
学
十
三
番
地
四

同

根
本

博

同

市
高
木
字
原
一
二
番
地
一

監
事

増
子

傳

同

市
高
木
字
大
屋
敷
三
八
番
地

同

日
向

一
雄

同

市
高
木
字
久
保
三
五
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

赤
羽
新
屋
敷
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

郷

泰
隆

石
川
郡
石
川
町
大
字
新
屋
敷
字
石
船
三
番
地
の
二

同

郷

安
彦

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
新
覚
一
四
番
地

同

郷

三
記
雄

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
塩
塚
四
一
番
地

同

吉
田

友
一

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
鳥
内
一
八
番
地

同

二
瓶

和
洋

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
浦
四
四
番
地

同

江
尻

光
男

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
森
屋
段
一
一
五
番
地
の
二

同

江
尻

啓

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
〇
八
番
地

同

水
野
谷
公
雄

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
六
〇
番
地

同

佐
川

利
秋

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
達
中
久
保
六
四
番
地

同

藤
田

浩
伸

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
一
七
番
地

監
事

郷

量
平

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
新
覚
六
四
番
地

同

野
内

昭
楠

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
耕
土
三
番
地
の
二

同

佐
川

正
弘

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
森
屋
段
六
六
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

二
瓶

和
洋

石
川
郡
石
川
町
大
字
赤
羽
字
浦
四
四
番
地

同

江
尻

光
男

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
森
屋
段
一
一
五
番
地
の
二

同

江
尻

啓

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
〇
八
番
地

同

水
野
谷
公
雄

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
六
〇
番
地

同

佐
川

利
秋

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
達
中
久
保
六
四
番
地

同

藤
田

浩
伸

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
一
七
番
地

同

郷

三
記
雄

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
塩
塚
四
一
番
地

同

郷

善
之

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
新
覚
二
九
番
地

同

郷

勝
重

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
塩
塚
四
番
地
の
一

同

吉
田

家
継

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
鳥
内
二
六
番
地

監
事

佐
川

正
弘

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
森
屋
段
六
六
番
地

同

郷

誠
一

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
新
覚
五
一
番
地
の
一

同

野
内

武
夫

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
鷹
ノ
巣
五
八
番
地
の
三

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

広
戸
川
沿
岸
防
災
溜
池
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

兼
子

司

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
白
子
字
東
原
三
番
地
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合
計

申
出

請
求

区
分

福
島
県
議
会

8 0 8

件
数

同

柴
田

一
男

同

郡
同

村
大
字
牧
之
内
字
惣
五
郎
内
二
七
番
地

同

森

久
男

同

郡
同

村
大
字
牧
之
内
字
郷
戸
一
一
番
地
二

同

北
畠

力
男

同

郡
同

村
大
字
牧
之
内
字
児
渡
四
二
番
地
一

同

深
谷

淑
孝

同

郡
同

村
大
字
上
松
本
字
戸
ノ
内
屋
敷
一
三
番
地

同

芳
賀

友
一

同

郡
同

村
大
字
下
松
本
字
横
内
六
番
地

同

瀬
和

元
司

同

郡
同

村
大
字
白
子
字
西
ノ
内
一
八
番
地

同

兼
子

秀
雄

同

郡
同

村
大
字
白
子
字
中
屋
敷
四
七
番
地

同

小
針

忠
司

同

郡
同

村
大
字
飯
豊
字
西
田
一
八
番
地

同

宇
佐
美
廣
仁

同

郡
同

村
大
字
高
林
字
日
向
五
七
番
地

同

内
山

幸
義

同

郡
同

村
大
字
柿
之
内
字
沖
内
一
二
番
地

同

岩
崎

好
道

須
賀
川
市
保
土
原
字
南
屋
敷
四
八
番
地

同

佐
藤

精
次

同

市
保
土
原
字
新
屋
敷
三
八
番
地

同

常
松

春
男

同

市
保
土
原
字
新
屋
敷
五
番
地

同

円
谷

吉
司

西
白
河
郡
矢
吹
町
境
町
二
一
二
番
地

監
事

桑
名

和
夫

須
賀
川
市
保
土
原
字
中
屋
敷
八
三
番
地

同

増
子

弘

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
上
松
本
字
板
屋
々
敷
一
二
番
地

同

水
野

信
雄

同

郡
同

村
大
字
小
川
字
中
屋
敷
二
三
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

兼
子

司

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
白
子
字
東
原
三
番
地

同

柴
田

一
男

同

郡
同

村
大
字
牧
之
内
字
惣
五
郎
内
二
七
番
地

同

森

久
男

同

郡
同

村
大
字
牧
之
内
字
郷
戸
一
一
番
地
二

同

二
瓶

政
男

同

郡
同

村
大
字
牧
之
内
字
女
神
二
八
番
地

同

岡
部

政
行

同

郡
同

村
大
字
上
松
本
字
男
神
屋
敷
一
〇
番
地

同

芳
賀

友
一

同

郡
同

村
大
字
下
松
本
字
横
内
六
番
地

同

町
島

一
郎

同

郡
同

村
大
字
白
子
字
今
坂
一
五
番
地

同

村
越

進
一

同

郡
同

村
大
字
白
子
字
弘
法
檀
五
番
地
一

同

小
針

忠
司

同

郡
同

村
大
字
飯
豊
字
西
田
一
八
番
地

同

円
谷

要

同

郡
同

村
大
字
高
林
字
東
五
番
地
五

同

内
山

福
雄

同

郡
同

村
大
字
柿
之
内
字
沖
内
一
一
番
地

同

桑
名

幹
男

須
賀
川
市
保
土
原
字
水
溜
一
〇
番
地

同

常
松

新
一

同

市
保
土
原
字
北
屋
敷
五
五
番
地

同

常
松

平

同

市
保
土
原
字
中
屋
敷
六
五
番
地

同

円
谷

吉
司

西
白
河
郡
矢
吹
町
境
町
二
一
二
番
地

監
事

佐
藤

喜
幸

須
賀
川
市
保
土
原
字
中
屋
敷
九
三
番
地

同

芳
賀

善
一

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
下
松
本
字
横
内
四
番
地
一

同

後
藤

勝
義

同

郡
同

村
大
字
小
川
字
上
屋
敷
三
二
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

三
春
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

監
事

鈴
木

肇

田
村
郡
三
春
町
大
字
鷹
巣
字
屋
戸
一
〇
四
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
一
号

福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例(

平
成
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
議
会
議
長

佐

藤

憲

保

１
公
文
書
の
開
示
の
請
求
及
び
申
出
の
状
況

�
請
求
等
の
内
訳

(単
位
件
)

注
１

｢請
求
｣
と
は
､
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
を
い
う
(以
下
同

じ
｡
)
｡

２
｢申
出
｣
と
は
､
福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(平
成
21年
福

島
県
条
例
第
57号
)
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
31条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
任
意
開
示
の

申
出
を
い
う
(以
下
同
じ
｡
)
｡
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不
開

示

開示

区
分

合
計

申
出

請
求

区
分

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

小
計

一
部

開
示

全
部

開
示

請
求
権
者
以
外
の
も
の
か
ら
の
申
出

小
計

そ
の
他
議
会
が
行
う
事
務
又
は
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
存
す
る
学
校
に
在
学
す
る
者
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
か

ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人

そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
か
ら
の
請
求0 0 8 0 8

請
求

0 0 0 0 0

申
出

8 0 0 8 0 0 0 0 8 8

件
数

0 0 8 0 8

合
計

0

前
年
度
か
ら
の

繰
越
件
数

不
服

申
立

て

合
計

第
７
号
(議
会
の
会
派
又
は
議
員
の
活
動
に
関

す
る
情
報
)

第
６
号
(事
業
執
行
過
程
情
報
)

第
５
号
(審
議
､
検
討
等
情
報
)

第
４
号
(犯
罪
捜
査
等
情
報
)

第
３
号
(事
業
情
報
)

第
２
号
(個
人
情
報
)

第
１
号
(法
令
秘
情
報
)

条
例
第
８
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分

合
計

却
下

請
求
又
は
申
出
の
取
下
げ

不
開

示

開示

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

小
計

一
部

開
示

全
部

開
示

0

当
該
年
度
中
に

あ
っ
た
新
規
件
数

8 0 0 0 0 8 0 8

0

却
下 決

定

0

棄
却

0 0 0 0 0 0 0 0

一
部
開
示

0

認
容

0 0 0 0 0 0 0 0

0

一
部
認
容

0 0 0 0 0 0 0 0

不
開
示

0

小
計

0

取
下
げ

8 0 0 0 0 8 0 80 0 0 0 0 0 0 0

合
計

0

審
理
中

�
請
求
権
者
等
別
の
内
訳

(単
位
件
)

２
公
文
書
の
開
示
の
決
定
等
の
状
況

�
決
定
等
の
状
況

(単
位
件
)

�
不
開
示
理
由
の
内
訳

(単
位
件
)

３
不
服
申
立
て
の
状
況

公
文
書
の
開
示
の
請
求
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て
､
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年

法
律
第
160

号
)
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

(単
位
件
)
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介
護
保
険
法
(平
成
９
年
法
律
第
123

号
)
第
８
条
第
16項
に
規
定
す
る
認

知
症
で
あ
る
者

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令

第
５
条
の
２
第
３
号
に
掲
げ
る
病
気

に
か
か
っ
て
い
る
者

法
第
５
条
第
１
項
第
２
号
の
政
令
で

定
め
る
病
気
(銃
砲
刀
剣
類
所
持
等

取
締
法
施
行
令
(昭
和
33年
政
令
第

33号
)
第
５
条
の
２
第
３
号
に
掲
げ

る
病
気
を
除
く
｡)
に
か
か
っ
て
い

る
者
並
び
に
法
第
５
条
第
１
項
第
３

号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
者

診
断
の
対
象
者

0

前
年
度
か
ら
の

繰
越
件
数

不
服

申
立

て

福
島
県
公
安
委
員
会

0

当
該
年
度
中
に

あ
っ
た
新
規
件
数

0

却
下 決

定

左
欄
の
認
知
症
の
診
断
に
つ
い
て
特
に
専
門
的
な
知
識

及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
師

左
欄
の
病
気
の
診
断
に
つ
い
て
特
に
専
門
的
な
知
識
及

び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
師

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(昭

和
25年

法
律
第
123号

)
第
18条

第
１
項
の
精
神
保
健

指
定
医
に
指
定
さ
れ
て
い
る
医
師

医
師

0

棄
却

0

認
容

0

一
部
認
容

0

小
計

0

取
下
げ

0

審
理
中

介
護
保
険
法
(平
成
９
年
法
律
第
123

号
)
第
８
条
第
16項
に
規
定
す
る
認

知
症
で
あ
る
者

左
欄
の
認
知
症
の
診
断
に
つ
い
て
特
に
専
門
的
な
知
識

及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
師

(

総

務

課)

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
12条
の
２
及
び
第
12条
の
３
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定
に
関
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
21年
５
月
29日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
12条
の
２
及
び
第
12条
の
３
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指

定
に
関
す
る
規
則

(指
定
)

第
１
条
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
(昭
和
33年
法
律
第
６
号
｡
以
下
｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
12条

の
２
及
び
第
12条
の
３
の
医
師
は
､
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
診
断
の
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
､
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
医
師
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
も
の
と
す
る
｡

(告
示
)

第
２
条
福
島
県
公
安
委
員
会
は
､
前
条
の
規
定
に
よ
り
医
師
を
指
定
し
た
と
き
は
､
次
に
掲
げ
る
事

項
を
福
島
県
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
｡

�
指
定
し
た
医
師
の
氏
名

�
そ
の
者
が
勤
務
す
る
病
院
等
の
名
称
及
び
所
在
地

�
診
断
の
対
象
者

�
指
定
年
月
日

(委
任
)

第
３
条
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
､
福
島
県
警
察
本
部
長
が
定
め
る
｡

附
則

こ
の
規
則
は
､
平
成
21年
６
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
21年
５
月
29日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
道
路
交
通
規
則
(昭
和
35年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
14号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
｡

第
２
条
第
２
項
第
１
号
中
｢(以
下
｢運
転
免
許
課
｣
と
い
う
｡
)
｣
を
削
る
｡

第
22条
第
１
項
中
｢運
転
免
許
課
｣
を
｢福
島
県
警
察
福
島
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
､
福
島
県
警
察
郡

山
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
｣
に
改
め
､
同
条
第
２
項
中
｢運
転
免
許
課
｣
を
｢福
島
県
警
察
福
島
運
転
免

許
セ
ン
タ
ー
｣
に
改
め
る
｡

第
29条
の
２
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
｡

(認
知
機
能
検
査
)

第
29条
の
３
法
第
97条
の
２
第
１
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検
査
は
､
公
安
委
員
会
の
指

定
す
る
場
所
に
お
い
て
行
う
｡

２
前
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
､
様
式
第
18号
の
２
の
認
知
機
能
検
査
受
検
申
請
書
を
公

安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

第
30条
第
１
項
中
｢及
び
第
２
項
｣
を
｢か
ら
第
５
項
ま
で
｣
に
改
め
､
同
項
第
１
号
中
｢免
許
試

験
(｣
を
｢法
第
102条

第
１
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
免
許
試
験
(｣
に
改
め
､
同
項
第
２
号

中
｢免
許
(｣
を
｢法
第
102条

第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
免
許
(｣
に

改
め
る
｡

第
30条

の
２
中
｢第
90条

第
６
項
｣
を
｢第
90条

第
８
項
｣
に
､
｢第
103条

第
５
項
｣
を
｢第
103

条
第
６
項
｣
に
改
め
る
｡

第
31条
中
｢第
107条

の
５
第
４
項
｣
を
｢第
107条

の
５
第
５
項
｣
に
改
め
る
｡

第
36条
の
８
第
１
項
中
｢運
転
免
許
課
｣
を
｢福
島
県
警
察
福
島
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
､
福
島
県
警
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収
入

証
紙

欄

免許証記載事項

住
所

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

認
知
機
能
検
査
受
検
申
請
書

年
月

日

福
島
県
公
安
委
員
会

交
付
公
安
委
員
会

有
効
期
限

免
許
証
番
号

福
島
県
収
入
証
紙

福
島
県
収
入
証
紙

公
安
委
員
会

年
月

日
ま
で
有
効

第
号

(氏
)

福
島
県
収
入
証
紙

福
島
県
収
入
証
紙 (名
)

福
島
県
収
入
証
紙

福
島
県
収
入
証
紙

年
月

日

生
年
月
日

察
郡
山
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
｣
に
改
め
る
｡

第
36条
の
10第
１
項
中
｢運
転
免
許
課
｣
を
｢福
島
県
警
察
福
島
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
｣
に
改
め
る
｡

様
式
第
18号
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
｡

様
式
第
１
８
号
の
２
(第
29条
の
３
関
係
)

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
｡

様
式
第
19号
中
｢第
102第

１
項
｣
を
｢第
102条

第
１
項
に
改
め
る
｡

第
４
項
｣

｢
第
２
項

様
式
第
19号
の
２
中
｢第
102条

第
１
項
を
第
103条

第
３
項
に
改
め
る
｡

第
２
項
｣

第
４
項

第
５
項
｣

様
式
第
19号
の
３
中
｢第
102条

第
１
項
｣
を
｢第
102条

第
４
項
｣
に
改
め
る
｡

様
式
第
19号
の
４
中
｢第
102条

第
１
項
を
｢第
102条

第
４
項
に
､
｢第
37条
の
７
第
１
号
｣

第
２
項
｣

第
５
項
｣

を
｢第
37条
の
７
第
２
項
第
１
号
｣
に
改
め
る
｡

様
式
第
19号
の
６
及
び
様
式
第
19条
の
７
中
｢第
90
条
第
６
項
を
｢第
90
条
第
８
項
に
改
め

第
103条

第
５
項
｣

第
103条

第
６
項
｣

る
｡

｢

様
式
第
40号
の
２
中

講
習
区
分

１
高
齢
者
講
習

２
小
特
の
み
の
高
齢
者
講
習

(○
で
囲
む
｡)

(
円
)

(
円
)

｢

受
講
者
区
分

１
小
型
特
殊
免
許
以
外
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

を
(○
で
囲
む
｡)

(�
75歳
未
満

�
75歳
以
上
)

に
改
め
る
｡

｣
２
小
型
特
殊
免
許
の
み
を
受
け
て
い
る
者

｣
｢
１
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習

(
円
)

様
式
第
40号
の
５
中

２
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
(簡
易
講
習
)

(
円
)

３
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
(シ
ニ
ア
運
転
者
講
習
)

(
円
)

｢
１
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習

を
２
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
(簡
易
講
習
)

に
改
め

３
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
(シ
ニ
ア
運
転
者
講
習
)

｣
(�

75歳
未
満

�
75歳
以
上
)

｣
る
｡
附
則

こ
の
規
則
は
､
平
成
21年
６
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

福
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第
４
号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成
16年
法
律
第
50号
)
附
則
第
５
条
に
規
定
す
る
審
査
の

う
ち
､
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
｡
以
下
｢検

定
規
則
｣
と
い
う
｡
)
附
則
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
検
定
合
格
者
審
査
(以
下
｢審
査
｣
と
い

う
｡
)
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
｡
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福
島
県
監
査
委
員

平
成
21年
５
月
29日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

１
審
査
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
､
日
時
並
び
に
場
所

�
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

ア
空
港
保
安
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

イ
施
設
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

ウ
交
通
誘
導
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

エ
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

オ
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
２
級

�
日
時
平
成
21年
７
月
13日

(月
)

ア
午
前
の
部
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

イ
午
後
の
部
午
後
１
時
30分
か
ら
午
後
４
時
30分
ま
で

�
場
所
福
島
県
青
少
年
会
館
(福
島
県
福
島
市
黒
岩
字
田
部
屋
53番
５
)

電
話
024-546-8311

２
審
査
対
象
者

検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
(昭
和
61年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
｡
以
下
｢旧
規
則
｣
と
い
う
｡
)
第
１
条
に
規
定
す
る
検
定
に
合
格

し
た
警
備
員
で
あ
る
者
で
､
検
定
規
則
附
則
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試

験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
も
の

３
審
査
の
定
員

各
部
と
も
25名

４
審
査
申
請
手
続
等

�
審
査
申
請
手
続

審
査
を
申
請
す
る
者
は
､
福
島
県
内
の
各
警
察
署
に
備
付
け
の
審
査
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
､
次
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
､
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る
警
察

署
に
提
出
す
る
こ
と
｡

な
お
､
郵
送
に
よ
る
申
請
及
び
本
人
以
外
の
者
が
行
う
申
請
は
､
受
け
付
け
な
い
｡

ア
福
島
県
公
安
委
員
会
に
よ
り
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
(以
下
｢合
格
証
｣
と
い
う
｡
)
を

交
付
さ
れ
た
者
福
島
県
内
の
最
寄
り
の
警
察
署

イ
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
り
合
格
証
を
交
付
さ
れ
た
者
(福
島
県
内
に
住
所
を
有
す

る
者
(以
下
｢県
内
住
所
者
｣
と
い
う
｡
)
又
は
福
島
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
で
福
島
県
内

に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ
る
も
の
(以
下
｢営
業
所
警
備
員
｣
と
い
う
｡
)

に
限
る
｡
)
県
内
住
所
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
､
営
業
所
警
備
員

に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

�
添
付
書
類

�
の
ア
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は

�
の
審
査
申
請
書
に
次
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
､
�

の
イ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
県
内
住
所
者
に
あ
っ
て
は
�
の
審
査
申
請
書
に
次
の
ア
､
イ
及
び
ウ
に

掲
げ
る
書
類
を
､
�
の
イ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
営
業
所
警
備
員
に
あ
っ
て
は

�
の
審
査
申
請
書
に

次
の
ア
､
イ
及
び
エ
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
こ
と
｡

ア
写
真
(申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
､
正
面
､
上
三
分
身
､
無
背
景
の
縦
３
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
､
横
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
､
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記

入
し
た
も
の
)
１
葉

イ
合
格
証
の
写
し
１
通

ウ
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面
(住
民
票
の
写
し
､
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し
等
)
１
通

エ
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
１
通

�
審
査
申
請
の
受
付
期
間

平
成
21年
６
月
12日

(金
)
か
ら
同
月
25日

(木
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
｡
)

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

な
お
､
各
部
と
も
審
査
の
申
請
の
先
着
順
に
審
査
を
受
け
る
者
を
決
定
し
､
審
査
を
受
け
る
者

の
数
が
定
員
に
達
し
た
と
き
は
､
そ
の
後
の
申
請
に
つ
い
て
は
､
受
付
期
間
中
で
あ
っ
て
も
受
付

を
締
め
切
る
も
の
と
す
る
｡

�
審
査
手
数
料

ア
金
額
4,700円

イ
納
付
方
法

福
島
県
収
入
証
紙
に
よ
り
､
審
査
申
請
書
提
出
時
に
納
付
す
る
こ
と
｡

な
お
､
既
納
の
審
査
手
数
料
は
､
返
還
し
な
い
｡

５
留
意
事
項

�
審
査
を
受
け
る
者
は
､
審
査
当
日
に
合
格
証
を
持
参
す
る
こ
と
｡

�
審
査
は
､
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
､
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
､

実
技
試
験
は
行
わ
な
い
｡

６
審
査
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
960-8686

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

福
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
024-522-2151

内
線
3026又

は
3027

(生
活
安
全
企
画
課
)

福
島
県
監
査
委
員
告
示
第
２
号

地
方
自
治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
252条

の
32第

２
項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
告

示
す
る
｡
平
成
21年
５
月
29日

福
島
県
監
査
委
員
鴫
原
吉
之
助

福
島
県
監
査
委
員
宗
方

保
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新
開
文
雄

菅
家
節
子

伊
藤

宏

氏
名

遠
藤
美
枝

半
沢
裕
子

齋
藤
匡
弘

渡
辺
和
栄

橋
本

寿

氏
名

福
島
県
労
働
委
員
会

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

公
認
会
計
士

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

国
立
大
学
法
人
福
島
大
学
経
済
経

営
学
類
教
授 現

職

福
島
県
田
村
市
船
引
町
春
山
字
上
ノ
台
464番

地

福
島
県
郡
山
市
富
田
町
字
大
徳
南
19番
地
の
１
フ
ァ
ー
ス
ト
ハ

イ
ツ
Ａ
202号

福
島
県
郡
山
市
開
成
六
丁
目
75番
地

福
島
県
郡
山
市
山
根
町
三
丁
目
25番
地
ネ
オ
ハ
イ
ツ
郡
山
南
11

06 福
島
県
郡
山
市
駅
前
一
丁
目
４
番
４
号

住
所

前
歴

同 同 平
成
20年
６

月
24日

委
嘱
年
月
日

鈴
木
安
利

佐
藤
卓
也

唐
橋
幸
市
郎

平
野
準
一

樋
口

正

根
本
喜
代
江

富
永
信
明

影
山
道
幸

本
田
哲
夫

箱
木
禮
子

新
開
文
雄

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

い
わ
き
経
営
者
協
会
顧
問

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

福
島
県
経
営
者
協
会
連
合
会
専
務

理
事

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

ほ
ま
れ
酒
造
株
式
会
社
代
表
取
締

役
社
長

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

東
北
電
力
労
働
組
合
福
島
県
本
部

委
員
長

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
島
県

連
合
会
参
与

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

東
北
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
レ
イ
バ
ー
ユ

ニ
オ
ン
書
記
長

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
福
島
県
支
部

長 福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
島
県

連
合
会
事
務
局
長

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

国
立
大
学
法
人
福
島
大
学
経
済
経

営
学
類
教
授

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

株
式
会
社
ク
レ
ハ
環
境
相

談
役

福
島
県
経
営
者
協
会
連
合

会
事
務
局
長

東
北
電
力
労
働
組
合
福
島

県
本
部
副
委
員
長

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会

福
島
県
連
合
会
事
務
局
長

よ
つ
ば
電
機
レ
イ
バ
ー
ユ

ニ
オ
ン
執
行
委
員

ゼ
ン
セ
ン
同
盟
山
形
県
支

部
長

全
日
通
労
働
組
合
福
島
県

支
部
執
行
委
員
長

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

１
包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

２
当
該
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

平
成
21年
６
月
１
日
か
ら
平
成
22年
３
月
31日
ま
で

公
告
第
一
号

労
働
関
係
調
整
法(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
あ
っ
せ

ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
労
働
委
員
会

会
長

本

田

哲

夫
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滝
口
守
弘

鈴
木
文
男

皆
川
誠
司

塚
原
啓
史

鈴
木
千
賀
子

笠
原
裕
二

高
階
勇
康

二
瓶

弘

大
川
原
公
年

藤
原
良
一

森
岡
幸
江

福
井
邦
顕

鈴
木
安
利

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画

商
工
部
長

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
次
長
兼

企
画
商
工
部
長

福
島
県
南
会
津
地
方
振
興
局
次
長

兼
企
画
商
工
部
長

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
次
長
兼

企
画
商
工
部
長

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査

調
整
課
主
幹
兼
副
課
長

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

兼
審
査
調
整
課
長

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
辰
巳
屋
代
表
取
締
役
社

長 福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

日
本
全
薬
工
業
株
式
会
社
代
表
取

締
役
会
長

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

い
わ
き
経
営
者
協
会
顧
問

県
南
農
林
事
務
所
次
長
兼

企
画
部
長

出
納
局
参
事
兼
審
査
課
長

労
働
領
域
雇
用
対
策
グ
ル
ー

プ
参
事

労
働
領
域
技
能
振
興
グ
ル
ー

プ
主
幹

企
画
調
整
総
務
領
域
計
画

評
価
グ
ル
ー
プ
参
事

企
画
調
整
部
主
幹

文
書
管
財
領
域
公
立
大
学

法
人
グ
ル
ー
プ
主
幹

教
育
庁
生
涯
学
習
領
域
施

設
運
営
グ
ル
ー
プ
主
幹

保
健
福
祉
部
参
事
兼
生
活

福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー

プ
参
事

生
活
環
境
部
政
策
監

株
式
会
社
辰
巳
屋
専
務
取

締
役

日
本
全
薬
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

株
式
会
社
ク
レ
ハ
環
境
相

談
役

平
成
19年
４

月
24日

平
成
21年
４

月
28日

同 同 同 同 平
成
20年
４

月
22日

平
成
21年
４

月
28日

平
成
19年
４

月
24日

平
成
21年
４

月 同 同 同
滝
口
守
弘

福
島
県
収
用
委
員
会

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画

商
工
部
長

県
南
農
林
事
務
所
次
長
兼

企
画
部
長

平
成
19年
４

月
24日

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
三
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
の

収
用
に
つ
い
て
平
成
二
十
一
年
五
月
十
三
日
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会

長

渡

�

健

壽

一

起
業
者
の
名
称

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

二

事
業
の
種
類

高
速
自
動
車
国
道
常
磐
自
動
車
道
新
設
工
事(

福
島
県
双
葉
郡
大
熊
町
大
字
大
川
原
字
西
平
地
内

か
ら
同
町
大
字
下
野
上
字
清
水
地
内
ま
で
、
同
郡
双
葉
町
大
字
山
田
字
東
西
羽
黒
地
内
か
ら
同
町
大

字
山
田
字
上
萩
平
地
内
ま
で
、
同
町
大
字
寺
沢
字
唐
沢
地
内
か
ら
同
郡
浪
江
町
大
字
井
手
字
大
円
川

原
地
内
ま
で
、
同
町
大
字
加
倉
字
今
神
地
内
か
ら
同
町
大
字
室
原
字
田
子
平
地
内
ま
で
、
南
相
馬
市

小
高
区
川
房
字
四
ツ
栗
地
内
、
同
市
小
高
区
金
谷
字
作
迫
地
内
か
ら
同
市
小
高
区
飯
崎
字
一
ノ
関
地

内
ま
で
、
同
市
小
高
区
大
富
字
北
谷
地
地
内
か
ら
同
市
小
高
区
羽
倉
字
南
沢
地
内
ま
で
、
同
市
原
町

区
馬
場
字
原
地
内
か
ら
同
市
原
町
区
馬
場
字
下
中
内
地
内
ま
で
、
同
市
原
町
区
押
釜
字
戸
鳥
土
地
内

か
ら
同
市
原
町
区
石
神
字
中
山
地
内
ま
で
、
同
市
原
町
区
信
田
沢
字
道
ノ
上
地
内
か
ら
同
市
鹿
島
区

小
池
字
立
ノ
沢
地
内
ま
で
、
同
市
鹿
島
区
小
山
田
字
大
日
沢
地
内
か
ら
同
市
鹿
島
区
浮
田
字
鶴
位
地

内
ま
で
、
相
馬
市
富
沢
字
藤
木
地
内
か
ら
同
市
富
沢
字
焼
切
地
内
ま
で
及
び
同
市
今
田
字
久
保
前
地

内
か
ら
同
市
粟
津
字
愛
ノ
沢
地
内
ま
で)

並
び
に
こ
れ
に
伴
う
市
道
、
町
道
及
び
農
業
用
水
路
付
替

工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

地

目

地
積(

平
方
メ
ー
ト
ル)

収
用
し
よ
う
と
す

所

在

地

番

る
土
地
の
地
積

登
記
簿

現

況

登
記
簿

実

測

(

平
方
メ
ー
ト
ル)

福
島
県
南
相

二
四
五
番

山

林

原

野

二
、
五
一

二
、
五
一

九
二
二
・
五
二

馬
市
鹿
島
区

九

九
・
〇
〇

浮
田
字
�
木

沢
四

土
地
所
有
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
持
分
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氏

名

住

所

持

分

冨
澤
和
史

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
浮
田
字
浮
田
二
〇
四
番
地
の

五
四
分
の
一

二

不
明

四
三
二
分
の
一

た
だ
し
、(
亡)

遠
藤
富
枝
の
法

定
相
続
人
で
あ

る
次
の
者
の
全

員
又
は
一
部
の

者
リ
チ
ヤ
ー
ド

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

宮
城
県
仙

デ
ヨ

台
市
原
町
南
目
字
�
沢
一
六)

又
はオ

ー
ス
チ
ン

不
明

・
デ
ー
ル
ガ

ウ
ン

岡
和
田
酉
治

不
明

五
四
分
の
一

濱
名
廣
身

東
京
都
大
田
区
北
馬
込
二
丁
目
二
六
番
八
号

ヒ
ル
ト

三
二
四
分
の
一

ッ
プ
ハ
ウ
ス
一
〇
二

�
橋
明

静
岡
県
沼
津
市
庄
栄
町
六
番
二
八
号

グ
ラ
ン
ド
ハ
イ

六
四
八
分
の
一

ツ
庄
栄
１
│
Ｄ

�
橋
光
江

茨
城
県
筑
西
市
乙
五
七
四
番
地

一
六
二
分
の
一

天
野
和
男

千
葉
県
柏
市
増
尾
七
丁
目
一
七
番
四
号

九
七
二
分
の
一

天
野
徳
夫

千
葉
県
柏
市
東
中
新
宿
四
丁
目
一
番
五
│
三
〇
五
号

九
七
二
分
の
一

生
方
ミ
ツ
子

北
海
道
河
東
郡
音
更
町
緑
陽
台
南
区
三
番
地
六
七

六
四
八
分
の
二

大
和
田
忠
孝

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
寺
内
字
横
峯
四
九
番
地
の
一

一
三
五
〇
分
の

八

一

蛭
田
春
二

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

埼
玉
県
川

一
六
二
〇
分
の

口
市
柳
根
町
二
番
三
〇
号

石
川
ハ
ウ
ス
一
〇
二
号(

平

一

成
一
四
年
六
月
二
七
日
職
権
消
除)

)

不
明

五
四
分
の
一

た
だ
し
、(

亡)

米
田
源
治
郎
の

｢

判
明
し
て
い

る
次
の
法
定
相

続
人
及
び
い
ま

だ
判
明
せ
ざ
る

法
定
相
続
人｣

の
う
ち
の
全
員

又
は
一
部
の
者

米
田
弘

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
浮
田
字
満
中
内
九
三
番
地
の

一

若
し
く
は

米
田
君
子

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
浮
田
字
�
木
沢
三
一
五
番
地

若
し
く
は

米
田
和
�

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
浮
田
字
�
木
沢
三
一
五
番
地

若
し
く
は

草
野
恵
子

福
島
県
相
馬
市
坪
田
字
神
路
町
二
三
番
地

若
し
く
は

大
沼
セ
ツ
子

千
葉
県
千
葉
市
緑
区
誉
田
町
一
丁
目
七
九
三
番
地
の
一

四

若
し
く
は

加
藤
一
男

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
浮
田
字
野
中
一
七
二
番
地

若
し
く
は

加
藤
み
さ
子

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
西
町
一
丁
目
八
〇
番
地
の
四

(

西
町
ニ
ュ
ー
ア
パ
ー
ト
八
号)

若
し
く
は

加
藤
一
弘

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
浮
田
字
野
中
一
七
二
番
地

若
し
く
は

平
井
惠
喜
子

北
海
道
帯
広
市
西
十
四
条
南
二
丁
目
一
番
地

北
郊
団

地
一
号
棟
一
三
三

若
し
く
は

島
田
忠
雄

福
島
県
相
馬
市
沖
ノ
内
一
丁
目
一
六
番
地
の
二

米
本
權
治

神
奈
川
県
川
崎
市
高
津
区
野
川
三
九
二
一
番
地

市
営

一
四
五
八
分
の
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二
五
一

ペ
ー
ジ

上 段

目
次
中

行

福
島
県
を
発
注
者
と
し
て
競
争

入
札
の
方
法
に
よ
り
物
品
の
買

入
れ
又
は
修
繕
の
契
約
を
締
結

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を

要
件
と
す
る
資
格
並
び
に
当
該

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
等

を
公
示
す
る
件

正

福
島
県
を
発
注
者
と
し
て
競
争

入
札
の
方
法
に
よ
り
物
品
の
買

い
入
れ
又
は
修
繕
の
契
約
を
締

結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況

を
要
件
と
す
る
資
格
並
び
に
当

該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期

等
を
公
示
す
る
件 誤

入
札
の
方
法
に
よ

物
品
の
買

入
れ
又
は
修
繕
の
契
約
を
締
結

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を

要
件
と
す
る
資
格
並
び
に
当
該

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
等

を
公
示
す
る
件

入
札
の
方
法
に
よ

物
品
の
買

い
入
れ
又
は
修
繕
の
契
約
を
締

結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況

を
要
件
と
す
る
資
格
並
び
に
当

該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期

等
を
公
示
す
る
件

住
宅
二
│
二
〇
一

一

�
橋
賢
司

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

北
海
道
江
別
市

五
六
七
〇
分
の

大
麻
東
町
一
七
番
地
の
五)

一

内
山
久
子

茨
城
県
結
城
市
大
字
結
城
二
五
五
〇
番
地

三
四
〇
二
〇
分

の
一

岩
倉
治
幸

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

北
海
道
札
幌
市

三
四
〇
二
〇
分

中
央
区
南
七
条
西
十
二
丁
目
四
番
一
号

静
穏
荘
二
号)

の
一

岩
倉
勇

不
明(
た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

北
海
道
札
幌
市

三
四
〇
二
〇
分

西
区
発
寒
十
四
条
二
丁
目
二
番
一
五
号

美
弥
湖
マ
ン

の
一

シ
ョ
ン
一
〇
二
号)

畠
山
國
治

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

千
葉
県
市

四
一
五
八
〇
分

原
市
八
幡
二
〇
九
六
番
地
四(
平
成
一
八
年
三
月
二
九

の
一
一

日
職
権
消
除)

)

�
田
幸
夫

北
海
道
旭
川
市
緑
町
十
六
丁
目
三
〇
二
一
番
地

二
二
六
八
分
の

一

五

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
権
利
の
種

類
な
し正

誤

○
平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日
付
け
定
例
第
二
千
七
十
三
号
中
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